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1月1日は固定資産税の賦課期日です 詳しくは至税務課☎788－4916
　固定資産税は、毎年１月１日を基準として賦課される市税です。土地や家屋などの ｢１月１日現在の所有者｣（以
下：納税義務者）が納付します。
　納税通知書は５月上旬に納税義務者へ送付します。そのため、所有権移転や家屋の取り壊しなどにより、通知書を
受け取った時点で固定資産を所有していない場合でも、固定資産税は納税義務者が納付することになります。
　また、家屋などの新築や増築、取り壊しなどを行い、その後、登記をしない場合には、課税内容が把握できないこ
とがありますので連絡してください。

　償却資産とは、個人・法人を問わず、土地および家屋以外の事業のために所有している構築物・機械・器具・備品
などを指し、固定資産税の課税対象となります。市内で事業をしている人は、毎年１月１日時点で所有している償却
資産を、その年の１月31日までに申告する必要があります。
　該当者には、申告書類を12月中に送付しますが、書類が届かなかった場合や不明な点がある場合は連絡してくださ
い。なお、申告書は市ホームページからもダウンロードできるほか、eLTAXでの電子申告もできます。

事業主の皆さんへ～償却資産の申告について～

マイナンバーカードの手続きが一部変更になりますマイナンバーカードの手続きが一部変更になります
詳しくは至市民課☎788－4922　12月２日㈪から、マイナンバーカードの手続きが一部変更になります。

乳児（１歳未満）のマイナンバーカードについて

•�12月２日以降の申請から、顔写真のないマイ
ナンバーカードになります。
•�出生届と同時に、マイナンバーカードの申請
ができるようになります。

特定の事由に該当するマイナンバーカードの作成について
申請後、最短１週間以内の発行ができるようになります。

【主な特定の事由】
•乳児（１歳未満）
•国外からの転入
•焼失や損傷でマイナンバーカードの機能が損なわれた場合
•マイナンバーカードを紛失した場合

　申請に伴う必要書類などがあります。希望される人は事前に市民課へ。

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336
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市長元気通信

　 動 報 告
かつ

どう ほう こく

vol.112

桶川市長　     

　去る10月26日、駅西口公園に
て保護犬・保護猫譲渡会が開催さ
れました。
　桶川市では、動物と共生できる
まちづくりと犬・猫の殺処分ゼロ
を目指して定期的に保護犬・保護
猫の譲渡会を開催しています。ま
た、べに花まつりなど、人が多く
集まる行事を活用して譲渡会を開
催し、動物愛護に関する活動への
協力と理解を深める取り組みを進
めています。
　今回の譲渡会は、毎回ご協力い
ただいている埼玉県の譲渡認定団
体である「日本動物生命尊重の会
A.L.I.S」さんと「わんにゃん小梅保育園FARCO」さんのご協力のもと
開催されました。
　当日は来場した沢山の人達が保護犬・保護猫と笑顔でふれあう姿が見
られました。
　私も人懐こいワンちゃん猫ちゃん達に触れその温もりを感じると、一
日も早く新しい素敵な家族と出会い、幸せに暮らして欲しいと願う気持

ちでいっぱいになりました。
　殺処分ゼロを実現するにはまだ
まだ取り組むべき課題がたくさん
ありますが、一つでも多くの小さ
な命を救うことができるよう、引
き続き動物愛護の取り組みを進め
てまいります。

令和7年4月1日付け採用の令和7年4月1日付け採用の
桶川市職員採用試験（追加桶川市職員採用試験（追加
試験）のお知らせ試験）のお知らせ

詳しくは至職員課☎788－4911
職種 募集人数 申込方法・期間

事務職

若干名
電子申請
12月2日㈪～16日㈪
正午

保健師職
技術職
【土木・建築】
※詳細は市ホームページまたは市役所（情報コー
ナーおよび職員課）で配布している受験案内を参
照してください。

おくやみ窓口のご案内おくやみ窓口のご案内
詳しくは至市民課☎788－4922

　身近な人を亡くされたご遺族がスムーズに手続
きできるように、おくやみ窓口を開設しています。
　おくやみ窓口では、死亡届出後の市役所での諸
手続きをとりまとめて手続きすることができます。
　利用の際は、本庁舎２階のコンシェルジュにお
声がけください。

【受付時間】
　平日　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

【注意事項】
・所要時間は１時間～２時間程度です（手続き数
で変わります）
・予約不要ですが、窓口混雑中（月曜日、午前中
など）は、お待ちいただく場合があります。

計画名 第二次桶川市地域福祉計画（案）について 　　　　　　　　詳しくは至社会福祉課☎788-4933

内容
　社会福祉法第107条に基づき、地域福祉を推進するための計画として、「第二次桶川市地域福祉計
画」を策定します。

閲覧・意見の募集期間 12月18日㈬～令和7年1月17日㈮

意見を提出できる人 次のいずれかに該当する人　①市内在住・在勤・在学の人　②市内に事業所などがある人　③本市に
対して納税義務がある人　④この案に利害関係がある人

閲覧場所 社会福祉課、情報公開コーナー、市内各公民館、社会福祉協議会または市ホームページ。

提出方法 指定用紙に必要事項を記入し、直接、郵送（〒363-8501住所記入不要）、メールまたはFAXで担当課へ。

提出先 社会福祉課メールアドレス（fukushi@city.okegawa.lg.jp）FAX番号（787-5409）

提出された意見の取り扱い 市の考え方などを踏まえて整理し、ホームページなどで公表します。

パブリック・コメントを募集します

★★ 交通事故統計 ★★
─桶川市内の人身事故─

（毎年１月からの累計）

令和6年
９月末

令和5年
９月末

対前年
同月比

件　　数 114件 137件 △23件
死　者　数 ０人 １人 △１人
負傷者数 126人 164人 △38人

桶川市ホームページアドレス
https://www.city.okegawa.lg.jp
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第二次桶川市都市計画マスター
プラン（案）および桶川市立地適
正化計画（案）について
詳しくは至都市計画課

☎788－4949

第二次桶川市環境基本計画（案）
について

詳しくは至環境対策推進課
☎788－4924

第二次桶川市緑のまちづくり基本
計画（案）について

詳しくは至環境対策推進課
☎788－4925

内容

都市計画法第18条の２に基づく
都市計画に関する基本的な方向
性を示した「都市計画マスタープ
ラン」と都市再生特別措置法第81
条に基づく人口減少や少子高齢
化に対応した持続可能な都市づく
りを実現するための「立地適正化
計画」を策定します。

気候変動の緩和策と適応策の計
画を含んだ環境行政のマスタープ
ランとして、「環境基本計画」を
策定します。

都市緑地法第４条に基づく市町
村の緑地の保全や緑化の推進に
関する基本計画として、「緑のま
ちづくり基本計画」を策定しま
す。

閲覧・意見の募集期間 12月6日㈮～令和7年1月6日㈪ 12月6日㈮～令和7年1月6日㈪ 12月23日㈪～令和7年1月21日㈫

意見を提出できる人
次のいずれかに該当する人
①市内在住・在勤・在学の人　②市内に事業所などがある人　③本市に対して納税義務がある人
④この案に利害関係がある人

閲覧場所

都市計画課、情報公開コーナー、
市内各公民館、坂田コミュニティ
センター、市民活動サポートセン
ター（ベニバナウォーク桶川１
階）、駅西口連絡所（おけがわマ
イン４階）または市ホームページ。

環境対策推進課、情報公開コーナー、市内各公民館または市ホーム
ページ。

提出方法 指定用紙に必要事項を記入し、直接、郵送（〒363-8501住所記入不要）、メールまたはFAXで担当課へ。

提出先
都市計画課メールアドレス
（toshikei@city.okegawa.lg.jp）
FAX番号（786-9866）

環境対策推進課メールアドレス
（kankyo@city.okegawa.lg.jp）FAX番号（786-3740）

提出された意見の取り扱い 市の考え方などを踏まえて整理し、ホームページなどで公表します。

計画名 桶川市商工振興計画（案）について
詳しくは至産業観光課☎788－4928

桶川こども計画（案）について
詳しくは至子ども未来課☎788－4944

内容
市内の商工業のこれからの発展に向けて、方針と
取組をまとめた「桶川市商工振興計画」を策定し
ます。

こども基本法第10条第２項に基づき、こどもに関
する施策を総合的に推進するための計画として「桶
川市こども計画」を策定します。

閲覧・意見の募集期間 12月６日㈮～令和7年1月６日㈪ 12月18日㈬～令和7年1月16日㈭

意見を提出できる人
次のいずれかに該当する人
①市内在住・在勤・在学の人　②市内に事業所などがある人　③本市に対して納税義務がある人
④この案に利害関係がある人

閲覧場所 産業観光課、情報公開コーナー、市内各公民館、
商工会または市ホームページ。

子ども未来課、情報公開コーナー、市内各公民館、
駅前子育て支援センター「ほほえみ」、日出谷子育
て支援センター「ぽかぽか」、児童館、保健セン
ターまたは市ホームページ。

提出方法 指定用紙に必要事項を記入し、直接、郵送（〒363-8501住所記入不要）、メールまたはFAXで担当課へ。

提出先
産業観光課メールアドレス
（sangyo@city.okegawa.lg.jp）
FAX番号（786-3740）

子ども未来課メールアドレス
（kodomo@city.okegawa.lg.jp）
FAX番号（786-5882）

提出された意見の取り扱い 市の考え方などを踏まえて整理し、ホームページなどで公表します。

パブリック・コメントを募集します

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336
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桶川中学校運動場夜間照明設備が利用できます桶川中学校運動場夜間照明設備が利用できます
詳しくは至生涯学習・スポーツ推進課☎788－4972

〈利用登録必須〉
登録手続き▶ 平日の午前８時30分から午後５時15分までに、直接、生涯学習・スポー

ツ推進課へ。
利用申請▶ サン・アリーナ窓口☎787－5111【受付時間▶�午前９時～午後９時30分】
期間▶ 令和７年１月８日㈬から12月27日㈯までの午後７時～９時（11月～２月の冬

季期間は午後６時30分から９時までの内、２時間）
対象▶ 市内在住・在学、在勤の人で構成された10人以上の団体でかつ、責任者が明ら

かになっている団体
費用▶ 全灯５千円（軟式野球ができる程度）半灯３千円（ソフトボール・サッカーな

どができる程度）
　　　※�費用は２時間使用の料金です。

令和７年度市内小・中学校体育施設を開放します令和７年度市内小・中学校体育施設を開放します
詳しくは至生涯学習・スポーツ推進課☎788－4972

　市民のスポーツ・レクリエーションの活動の場として、市内小学校の体育館と校庭、中学校の体育館を開放します。
説明会を実施し、団体間の調整をしますので、必ず代表者１人の出席をお願いします。
とき▶ 令和７年１月21日㈫午後７時
ところ▶ 東公民館
対象▶ 市内に在住・在学、在勤する人で構成された10人以上の団体でかつ、責任者が明らかな団体（登録は１団体１

校のみ）※�営利目的は使用不可。
　　　※�全ての学校の体育館について、フットサルの利用はできません。
申込み▶ 登録希望団体は、令和７年１月６日㈪までに、直接、生涯学習・スポーツ推進課（４階）へ。

※令和７年度工事予定…桶川中、東中、西中、加納中。工事期間中、該当校は体育館などを利用できません。

小　　学　　校 中　　学　　校

開放校 桶川小、東小、西小、朝日小、日出谷小、加納
小、川田谷小 桶川中、東中、西中、加納中

開放する日および
時間（原則）

【体育館】�平日⇒午後６時～９時
� 土・日・祝日⇒午前９時～午後９時

【体育館】�平日⇒午後７時～９時
� 土・日・祝日⇒午後７時～９時

【校　庭】�土・日・祝日のみ
� ５～８月⇒午前９時～午後７時
� ９～４月⇒午前９時～午後５時

今月の納期
固定資産税・都市計画税

【第３期】
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

【第６期】
納期限…12月25日㈬
納付は期限内に！

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥〈広告〉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

桶川市ホームページアドレス
https://www.city.okegawa.lg.jp
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詳しくは至教育総務課☎788－4906

令和７年度市内小・中学校給食物資納入業者の令和７年度市内小・中学校給食物資納入業者の
登録申請受け付けのお知らせ登録申請受け付けのお知らせ
　市内小・中学校へ学校給食用物資を納入する業者登録の申請を受け付けます。この申請に基づきヒアリングを行い、そ
の後、桶川市学校給食運営委員会での承認を経て、学校給食物資納入業者として登録されます。
提出書類▶ ①学校給食物資納入業者登録申請書（教育総務課で配布、または市ホームページからダウンロードできます）
　　　　　②食品衛生監視票、または立入検査票の写し（食品衛生法に定める営業許可がある事業者のみ提出）
　　　　　③令和６年４月以降の腸内細菌検査結果報告書（検便結果）
　　　　　④直近年度の納税証明書　※�納税証明書の種類のその３の３「法人税」および「消費税及地方消費税」につ

いて未納税額のない証明、または個人業者の人は個人の市県民税
　　　　　⑤食品営業許可証、または営業届出書の写し（該当事業者のみ）
　　　　　⑥登記簿謄本（法人の場合で、新規に申請する事業者のみ提出）
申込み▶ 12月17日㈫《必着》までに、郵送または直接、教育総務課へ。

戦争体験者による証言映像を上映します戦争体験者による証言映像を上映します
詳しくは至桶川飛行学校平和祈念館☎778－8512

　旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場に関連した戦争
体験者の証言映像を上映します。
とき▶ 12月14日㈯～令和７年１月13日（月・祝）
　　　午前11時と午後２時
　　　※�12月16日㈪、23日㈪、27日㈮から令和

７年１月６日㈪を除く。
ところ▶ 桶川飛行学校平和祈念館
費用▶ 無料
申込み▶ 不要

開催時間 内　容

午前11時
「いのちの伝言～戦争体験者の想い～」
・�天沼一さん（桶川分教場の様子を見てきた市民）
・臼田智子さん（桶川分教場教官の次女）

午後２時
「いのちの伝言～戦争体験者の想い～」
・染谷仲治さん（元陸軍少年飛行兵第15期生）
・吉池きみ子さん（元桶川分教場事務員）

※上映時間は各回とも20分程度。

『広報おけがわ』全戸配布『広報おけがわ』全戸配布
　よくある質問に答えます　よくある質問に答えます

詳しくは至秘書広報課☎788－4901

令和7年令和7年
1月開始の1月開始の

デジタル
ブック▶

Q　なぜ全戸配布を行うのですか？
🅰　�今まで、自治会の加入状況により全世帯に配布さ
れないことや配布員の負担などの課題がありまし
た。その課題解決のため、配布を業者へ委託し、ポ
スティングによる配布とすることにしました。

Q　法人へは配布されますか？
🅰　�法人へは、ポスティングによる配布は行いません。

必要な場合は、個別に郵送対応しますので、秘書
広報課へ連絡してください。

Q　広報誌の配布は必要ないのですが
🅰　�配布受託業者の桶川市シルバー人材センター（☎
777-1920）または秘書広報課へ連絡してください。
連絡を受けた翌月から対応します。

Q　二世帯住宅ですが、２部配布されますか？
🅰　�ポストが別々にある場合は、それぞれ１部ずつ配

布します。ポストが１個の場合は、表札が２つで
も１部の配布となります。

Q　公共施設への配架は継続されますか？
🅰　引き続き配架予定です。
Q　広報誌を見る方法はほかにありますか？
🅰　�ホームページからPDF版が見られるほか、音声読

み上げや多言語翻訳に対応したデジタルブックを
配信しています。

その他のQ＆Aは
　　　　こちら▶

Q&A

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336

15 142024. 12 2024. 12

　
11月　13日　10時　までに



い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

ま
ち
の
話
題

健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

公
共
下
水
道
事
業
計
画
変
更
案
の
縦

覧
を
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ま
す

　
本
市
の
公
共
下
水
道
事
業
計
画
の
上
位

計
画
で
あ
る
、
荒
川
左
岸
北
部
流
域
下
水

道
事
業
計
画
の
変
更
に
伴
い
、
桶
川
公
共

下
水
道
事
業
計
画
の
変
更
を
行
う
た
め
、

事
業
計
画
変
更
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

　

縦
覧
期
間
▼
12
月
13
日
㈮
～
26
日
㈭

　
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15
分

　

縦
覧
場
所
▼
下
水
道
課（
本
庁
舎
４
階
）

　

対
象
▼
本
計
画
に
利
害
関
係
が
あ
る
人

　

詳
し
く
は
詩
下
水
道
課
☎
788
―

４
９
６

１

第51回　憲法・人権市民のつどい第51回　憲法・人権市民のつどい
詳しくは至自治振興課☎788－4919
　　　　　人権･男女共同参画課☎788－4907
　　　　　生涯学習・スポーツ推進課☎788－4970

　市では、市民一人ひとりが、かけがえのない人間として尊重され、幸せに生活できる社会を築くため、憲法を暮ら
しのなかに生かし、基本的人権を守ることの大切さについて理解を深めるために「憲法・人権市民のつどい」を開催
しています。
　今年は、市内の小・中学生の代表による人権作文の朗読や、飯塚耕一郎さんによる講演を行います。
とき▶ 12月14日㈯午後１時30分開演（開場：午後１時）
ところ▶ さいたま文学館　文学ホール
定員▶ 200人【先着順】　費用▶�無料
内容▶ 【第一部：午後１時30分から】
•開会セレモニー�　•小・中学生の代表による人権作文の朗読
　　　【第二部：午後２時15分から】
•アニメ「めぐみ」上映
•講演「北朝鮮による拉致被害者の救出のために」
　　講師： 飯塚　耕一郎さん
　（北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長）
•「ふるさと」合唱
同時開催▶ 拉致被害者パネル展（市民ホールギャラリー）

【講師プロフィール】
北朝鮮拉致被害者・田口八
重子さんの子。2004年に
自ら田口八重子さんの子で
あることを表明し、以後、北
朝鮮による拉致被害者家族
連絡会で活動を続ける。

12月10日～16日は
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です

12月４日～10日は
「人権週間」です

詳しくは至人権・男女共同参画課☎788－4907 詳しくは至人権・男女共同参画課
☎788－4907　北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を

深めるとともに、国際社会と連携しつつ人権侵害問題の
実態を解明し、その抑止を図るため、12月10日から16
日までの啓発週間は、拉致問題の一日も早い解決に向け
た様々な取り組みが行われます。

　国では、12月4日から世界人権宣言が採択された
10日までの１週間を「人権週間」と定めています。
また、埼玉県では同期間を「人権尊重社会をめざす
県民運動強調週間」としています。
　人権とは、誰もが生まれながらにして持っている、
人が人らしく生きていくための権利で、誰からも侵
害されることのない基本的な権利です。
　この機会に人権について改めて考えてみてください。法務省HP

拉致問題対策
本部HP

令和６年度  桶川市民秋季ソフト令和６年度  桶川市民秋季ソフト
ボール大会結果ボール大会結果
とき▶ ９月８日㈰、15日㈰、29日㈰　
ところ▶桶川市総合運動場　参加▶25チーム（519人）

優勝 準優勝 第３位
１部 泉二丁目キラーズ コマーズZ スリーエイト
２部 西窪ソフトクラブ 坂田西ソフト 朝日クラブ
３部 日出谷ドリーム 神明ソフトクラブ T・S会

桶川市ホームページアドレス
https://www.city.okegawa.lg.jp
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詳しくは至環境対策推進課☎788－4924節電対策にご協力をお願いします節電対策にご協力をお願いします
　市では地球温暖化対策のため、12月１日㈰～令和７年３月31日㈪の期間は、ウォームビズに取り組んでいます。
温室効果ガスの削減につながりますので、事業者や市民の皆さんも節電対策にご理解とご協力をお願いします。

　市の取り組み
１．庁舎および市公共施設の共通対策
（１）エアコン
　　暖房は室温が20℃となるよう設定温度を調節します。
（２）照明設備
　　①昼休み時間中は、窓口業務を除き、消灯します。
　　②勤務時間後は、職員が退庁する際、執務場所の照明を消灯します。
２．小・中学校、放課後児童クラブ、保育所などの対策
　　児童・生徒・乳幼児などの健康に十分配慮しながら、節電対策を実施します。
３．職員の執務に係る対策
　　重ね着やひざ掛けなどをして、温かい服装で勤務します。
４．市民・利用者への周知・啓発
　　施設利用時に、暖房の設定温度の調節や照明の一部消灯をお願いします。

　事業者や市民の皆さんへのお願い
⃝部屋を使わない時は、暖房を切る。
⃝エアコンのフィルター清掃をこまめに行う。
⃝こたつ・電気カーペットは、機器本体と床の間に敷物をし、布団を重ねて使用する。
⃝温水洗浄便座（暖房便座）は、節電モードにする。

納め忘れた国民年金保険料は納付書がなくても納め忘れた国民年金保険料は納付書がなくても
「ねんきんネット」で納付できます「ねんきんネット」で納付できます

　前月分以前の納め忘れた保険料は国民年金保険料の納付書が手元になくても、「ねんきんネット」から国民年金の
各月の納付状況を確認しながらPay-easy（ペイジー）による納付ができます。
【例：令和６年12月に納付する場合は、令和６年11月分以前の保険料を納付可能】

納付するための詳しい方法は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

詳しくは至ねんきん加入者ダイヤル☎0570－003－004（ナビダイヤル）
　　　　　050から始まる電話でおかけになる場合は ☎03－6630－2525

「ねんきんネット」を一度も利用したことがない人の利用開始方法
マイナポータルから⇒
①�マイナポータルにログインし、トップページの「年金」を選択。
②�遷移先の「年金」画面で「トップページ（ねんきんネット）」を選択。
③�「連携に同意する」をチェックし「ねんきんネットと連携」を選択。
④「ねんきんネット」の利用登録完了

「ねんきんネット」から⇒
①基礎年金番号・アクセスキーを準備。
②アクセスキーありの「新規利用登録」を選択。
③�利用規約を確認し、「利用規約に同意する」をチェックし「ご利用登録を続ける」を選択。
④�アクセスキーなどの情報を入力し、パスワードなどを設定。
⑤�「ねんきんネット」の利用登録完了� �

インターネットバンキングを利用している人⇒
　「ねんきんネット」からインターネットバンキングに、
Pay-easy（ペイジー）納付に必要な情報が連携されま
すので、そのままインターネット上で納付できます。

インターネットバンキングを利用していない人⇒　
　「ねんきんネット」に表示される納付書情報（収納機
関番号、納付番号、確認番号）を金融機関等に設置さ
れているPay-easy（ペイジー）対応のATMに入力す
ることで納付できます。

マイナ
ポータル

日本年金
機構ホー
ムページ

ねんきん
ネット

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336
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●桶川市役所・教育委員会／☎７８６－３２１１（代表）　鯖７８６－0３３６12月

※上記相談外での個別相談は、相談料が発生する場合があります。※◎の相談については、一年度に１回のみ受けられます。

相談の種類 相談方法 相談員 相　談　内　容 と　　　き と　こ　ろ 問 合 せ

◎法律相談（予約制）
対 面
電 話
W E B

弁 護 士 相隣、金銭・賃貸借、離婚、相続
などの法律全般についての相談

12月６日㈮・１３日㈮・２７日㈮
１4：00～１７：00
２１日㈯　９：00～１２：00
１月１0日㈮・２4日㈮・３１日㈮
１4：00～１７：00
１８日㈯　９：00～１２：00

市役所相談室

秘書広報課

◎司法書士相談（予約制）
対 面
電 話
W E B

司法書士
相続、遺言、名義変更、会社設立
登記、成年後見、少額民事訴訟（債
務整理）などの相談

１２日㈭　１３：00～１６：00
＊次回は１月９日㈭
１３：00～１６：00

市役所相談室

◎行政書士相談（予約制）
対 面
電 話
W E B

行政書士
相続、各種契約書、内容証明、会
社設立などの手続きの相談、成年
後見制度のご案内

２日㈪　１３：00～１６：00
＊次回は１月６日㈪
１３：00～１６：00

市役所相談室

◎土地境界及び表示登記相談(予約制) 対 面
W E B

土地家屋
調 査 士

土地境界、測量、分筆、合筆、地
目変更、建物の表示登記などにつ
いての相談

１0日㈫　１３:00～１６:00
※次回は１月１4日㈫ 市役所相談室

◎不動産相談（予約制）
対 面
電 話
W E B

宅地建物
取 引 士

不動産の売買、賃貸借契約などに
ついての相談 ２5日㈬　１３:00～１６:00 市役所相談室

住 宅 相 談 対 面
電 話

建設団体の
相 談 員

住宅の新築、増改築、修繕、工事、
耐震などの相談 ２１日㈯　９：00～１２：00 市役所会議室

☎７８６-３２１１（代）

行 政 相 談 対 面
W E B

行 政
相談委員

国や公団・公社などへの要望や苦
情についての相談

１３日㈮　１0：00～１２：00
＊次回は１月１0日㈮
１0：00～１２：00

市役所相談室

多 重 債 務 相 談 対 面
電 話

市 役 所
職 員

消費者金融などからの借金返済な
どに困っている人の相談 随時 市役所相談室

☎７８８-490１

暴力団被害相談（予約制）対 面 上尾警察署
職 員

暴力団により被害を受けたり、
困っていることについての相談 随時 市役所相談室

安心安全課
犯 罪 被 害 者 相 談 対 面

電 話
市 役 所
職 員 犯罪被害に関する総合的相談 市役所窓口（電話でも可） 市役所相談室

女性相談・性の多様性に
関する相談（予約制）

対 面
電 話
W E B

専 門
カウンセラー

女性のためのなんでも相談
性の多様性に関する相談

９日㈪・２３日㈪
１0：00～１６：00 市役所相談室

人権・男女共同
参画課

人 権 相 談 対 面 人権擁護
委 員

悩みごと・離婚問題・子どものいじ
めなどの日常生活でお困りのこと
の相談

１0日㈫　９：00～１２：00 地域福祉活動センター

福 祉 総 合 相 談 対 面
電 話

社 会
福 祉 士

福祉に関する困りごとや不安につ
いての相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
８：３0～１７：１5

社会福祉課
☎７８８-49３３
社会福祉協議会
☎７２８-２２２１

社会福祉課
社会福祉協議会

内 職 相 談 対 面
電 話

内 職
相 談 員 内職に関する相談・案内

毎週水・金曜日（祝日を除く）
１0：00～１5：00
（１２：00～１３：00を除く）

勤労福祉会館
☎７７３-１１２１
（水・金曜日）

産業観光課

消 費 生 活 相 談 対 面
電 話

消費生活
相 談 員

消費者トラブルや苦情など、消費
生活全般についての相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
１0：00～１5：３0
（１２：00～１３：00を除く）

市役所３階
☎７８６-３２１１ 自治振興課

こどもと家庭なんでも相談 対 面
電 話

子 ど も
家庭支援員

子どもたち自身や親からの、家庭・
幼稚園・学校などでの悩みや子育
ての相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
8：３0～１７：１5
（１２：00～１３：00を除く）

子ども未来課
☎７８８-494６ 子ども未来課

こどものことばや運動面 対 面 専 門
相 談 員 未就学児の発達についての相談 事前に電話で申し込み、日程調

整して決定
子ども発達相談
支援センター
☎７８７-55６２

子ども発達相談
支援センター

教 育 相 談 対 面
電 話

専 門
相 談 員

子どもの教育やしつけについての
悩みごと相談

原則毎週月～金曜日（祝日を除く）
９：１5～１６：３0

桶川市教育
センター
☎７８６-３２３７

学校支援課

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥〈広告〉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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対象▶ 65歳以上の人　　費用▶�無料　　持ち物▶�タオル、飲み物、動きやすい服装・靴
申込み▶ 12月３日㈫～10日㈫（午前９時～午後５時）【先着順】に、電話で、各地域包括支援センターへ。
　　　　※�地域包括支援センターねむのきの12月10日㈫の教室の申し込みは、９日㈪までです。
注意事項▶ 教室の参加は、１か月に１回まで（12月に１回、１月に１回）とします。教室に参加する場合は、必ず健康チェック

を行ってください。

要予約 地域包括支援センター主催�介護予防教室のご案内

ところ と　き 定員 内容・注意事項 対象地域

ハートランド
会議室
※上履き持参

１２月２0日㈮
１月１７日㈮

午後１時３0分～
２時３0分

（�午後１時１5分から
受付）

１5人

オケちゃん健康体操、玄米にぎにぎ体
操、タオル体操など
※ タオル（手拭いでも可）を必ず持参

してください。玄米棒をお持ちの人
は持参してください（貸し出しは行
いません）。

東、西、南、北、
寿、神明、
国道の西側の坂田、
国道の西側の加納

申込み至地域包括支援センターハートランド（坂田1725）☎777－7055

〈おげんきかい（ハートランド）〉

ところ と　き 定員 内容・注意事項 対象地域

加納公民館大会議室
※上履き持参

１２月１２日㈭
１月１６日㈭ 午前１0時～１１時

（�午前９時40分から
受付）

３5人

ストレッチ、転倒予防体操、手拭い体
操、脳トレなど
※ 手拭い（タオルでも可）を使用した

体操を行うので、必ず持参してくだ
さい（汗拭き用のタオル以外に用意
してください）。

末広、坂田東、坂
田西、篠津、五町
台、舎人新田、小
針領家、倉田、赤
堀、国道東側の坂
田、国道東側の加納

地域福祉活動
センター集会室

１２月２0日㈮
１月２4日㈮

申込み至地域包括支援センター桶川市社会福祉協議会（末広2-8-8）☎728-2265

〈いきいきくらぶ（桶川市社会福祉協議会）〉

ところ と　き 定員 内容 対象地域

農業センター
大会議室

１２月１0日㈫
１月１4日㈫

午後１時３0分～
２時３0分

（�午後１時１5分から
受付）

２5人 体操、コグニサイズ、ストレッチ、脳
トレ、健康の話など

上日出谷、上日出谷
南、川田谷

申込み至地域包括支援センターねむのき（川田谷5830-1）☎783-5311

〈スマイルクラブ（ねむのき）〉

ところ と　き 定員 内　容 対象地域

サン・アリーナ
※上履き持参

１２月１２日㈭
１月１６日㈭ 午後２時～３時

（�午後１時３0分から
受付）

３5人

100歳体操、リズム体操、棒体操、脳
活プログラムなど
～健康に関する講話～
〈１２月〉・体操（年末特別企画）・脳活プログラム
〈１月〉長寿のための食事について～食
欲がなくなる、体重が減るのはなぜ？～

泉、下日出谷、
下日出谷西、
下日出谷東、
若宮、鴨川、朝日市民ホール １２月２0日㈮

１月２4日㈮

申込み至地域包括支援センタールーエハイム（若宮1-5-2　おけがわマイン4階）☎789-2121

〈みんなで健康教室（ルーエハイム）〉

各地域包括支援センターの担当地域にお住まいの人を対象に、介護予防教室を実施します。

「オケちゃんの年賀はがき」を本紙に中綴じしました「オケちゃんの年賀はがき」を本紙に中綴じしました
　いつもオケちゃんへの応援ありがとうございます。
　今年も感謝を込めて「オケちゃんの年賀はがき」を中綴じしました。おじい
ちゃんおばあちゃん、親戚、お友達へのあいさつにぜひ利用してください。

または オケちゃん年賀はがき 検索 ※�万が一、オケちゃんからの返事が届かない
時は、市観光協会へご連絡ください。

年賀はがきのイラストは、市
のホームページからダウン
ロードできます。→

年賀状
待ってる
べに～

【オケちゃんへ送るには】
〒363－0016
桶川市寿1－11－19
桶川市観光協会
オケちゃん
☎776－8590

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336
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要介護認定者は障害者控除の対象になります要介護認定者は障害者控除の対象になります
詳しくは至高齢介護課☎788－4939

申請できる人▶ 12月31日時点、上記の表に該当し、所得税や住民税が課税されている人、または対象者を扶養している家族で、
所得税や住民税が課税されている人

申請に必要なもの▶ 要介護認定を受けている人の介護保険被保険者証
申請受付▶ 平日午前８時30分～午後５時15分（祝日・年末年始を除く）に、高齢介護課へ。
（注※）身体障害者手帳の１・２級をお持ちの人は、申告の際、身体障害者手帳を提示することで特別障害者控除が受けられます。身体障害
者手帳の３～６級をお持ちの人（障害者控除対象者）で、要介護３以上の人は、特別障害者控除が受けられますので、「障害者控除対象者認
定書」の交付を受けてください。また、要介護状態区分が要支援１・２、非該当に変更になった場合は、障害者控除の対象にはなりません。

対象要件…�要介護認定を受けている人で、要介護認定のための主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」がＢ1以上（お
おむね寝たきり、または寝たきり状態）で、尿失禁が見られる人

申請方法…�かかりつけ医に「おむつ使用証明書」の発行を依頼するか、おむつ費用の医療費控除申請が２年目以降の人は、高齢
介護課に「主治医意見書の記載内容確認書」の発行を申請してください。

おむつ費用が医療費控除の対象になる場合があります

要介護状態区分 障害者控除区分 利用方法

要介護１・２ 障害者控除 すでに認定書の発行を受けた人で、要介護状態区分に変化がなく障害者控除区分が変わら
ない場合は、お持ちの認定書で控除が受けられます。要介護状態区分が変更になり、障害
者控除区分が変わる場合は、申請すると新しい認定書の交付が受けられます。要介護３・４・５ 特別障害者控除

担い手ボランティア入門講座シリーズ担い手ボランティア入門講座シリーズ
「サロンde活用講座」「サロンde活用講座」

桶川市受託事業

　誰もがいつまでも住み慣れた場所で暮らしていくためには、日常生活におけるちょっとしたお手伝いを地域住民
同士で支え合うことが必要となります。誰かの支えとなるために、楽しく学んで、仲間づくり・ボランティア活動・
地域活動の一歩を踏み出してみませんか？
対象▶ 支え合いの活動に理解・興味のある人
費用▶ 無料　ところ▶ 地域福祉活動センター３階　集会室
申込み・詳しくは至12月２日㈪午前10時から、電話または直接、桶川市社会福祉協議会地域福祉係（☎728－
2221）へ。先着順、１講座のみの受講可。

講座名 とき 定員 講師 内容

100歳まで歩くた
めの椅子体操講座

12月23日㈪
午前10時～正午 40人

すてっぷ伊奈
石田さん
内藤さん

椅子やタオルなどの身近なもの
を使って、頭と身体を楽しく動
かす体操メニューを学びます。

防災講座 1月17日㈮
午前10時～正午 20人 日本赤十字社埼玉県支部　

講師

災害から命を守り、暮らしをつ
なぐために必要な平時からの備
え（自助）や近隣住民との助け
合い（共助）を学びます。

聴き上手講座 2月14日㈮
午前10時～正午 40人

NPO法人
埼玉カウンセリングセンター
高倉さん

相手の心に寄り添う傾聴、日常
のおしゃべりに傾聴するコツを
学びます。

　介護保険の要介護認定（要介護１～５）を受けた65歳以上の人（注※）は、「障害者控除対象者認定書」により、
所得税や住民税の「障害者控除」の対象になります。

　対象の人は、医療費の控除を証明する書類とおむつ購入にかかった領収書を確定申告時に提出してください。

桶川市ホームページアドレス
https://www.city.okegawa.lg.jp
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楽
し
く
♪
脳
活
教
室

　

内
容
▼
自
宅
で
で
き
る
体
操
や
ク
イ
ズ
、

音
楽
を
使
っ
た
脳
ト
レ
、
お
口
の
話
な
ど

　

と
き
▼
令
和
7
年
1
月
22
日
、
29
日
・

2
月
5
日
、
12
日
、
19
日
、
26
日
（
全
て

㈬
の
６
回
コ
ー
ス
）
午
後
2
時
～
3
時
30

分
（
受
付
▼
午
後
1
時
30
分
か
ら
）

　

と
こ
ろ
▼
サ
ン
・
ア
リ
ー
ナ

　

対
象
▼
65
歳
以
上
の
市
民

　

定
員
▼
30
人
【
先
着
順
】
※
受
講
は
年

度
内
ひ
と
り
１
コ
ー
ス
ま
で

　

持
ち
物
▼
飲
み
物
、
タ
オ
ル
、
筆
記
用

具
、
上
履
き
※
動
き
や
す
い
服
装

　

申
込
み
・
問
合
せ
詩
12
月
17
日
㈫
午
前

9
時
か
ら
、
電
話
で
、
高
齢
介
護
課
（
☎

788
―

４
９
３
８
）
へ
。

歯は

ピ
ネ
ス
体
操
教
室

　

歯
科
衛
生
士
に
よ
る
口
腔
ケ
ア
の
話

（
２
回
）
と
、
理
学
療
法
士
に
よ
る
高
齢
期

に
多
い
膝
・
腰
な
ど
の
痛
み
の
予
防
体
操

（
２
回
）、
脳
ト
レ
な
ど
を
行
う
教
室
で
す
。

　

と
き
▼
令
和
7
年
1
月
14
日
、21
日
、28

日
・
2
月
4
日
（
全
て
㈫
の
４
回
コ
ー
ス
）

午
前
10
時
～
11
時
30
分
（
受
付
▼
午
前
9

時
30
分
か
ら
）

　

と
こ
ろ
▼
地
域
福
祉
活
動
セ
ン
タ
ー

　

対
象
▼
65
歳
以
上
の
市
民
※
受
講
は
年

度
内
ひ
と
り
１
コ
ー
ス
ま
で

　

定
員
▼
30
人
【
先
着
順
】

　

持
ち
物
▼
飲
み
物
、
タ
オ
ル
、
筆
記
用

具
※
動
き
や
す
い
服
装
・
靴
を
着
用

　

申
込
み
・
問
合
せ
詩
12
月
6
日
㈮
午
前

９
時
か
ら
、
電
話
で
、
高
齢
介
護
課

（
☎
788
―

４
９
３
８
）
へ
。

介
護
者
の
つ
ど
い「
介
護
者
サ
ロ
ン
」

　

テ
ー
マ
「
し
ん
ど
い
と
思
っ
た
時
、

　
　
　
　
　

ち
ょ
っ
と
息
抜
き
し
ま
せ
ん
か
」

　
介
護
者
サ
ロ
ン
は
介
護
経
験
者
な
ど
が

集
ま
り
、
気
持
ち
を
語
り
合
う
場
所
で
す
。

毎
日
の
介
護
に
疲
れ
て
し
ま
っ
た
…
頑

張
っ
て
い
る
の
に
う
ま
く
い
か
な
い
…
な
ど
、

色
々
な
気
持
ち
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
皆

さ
ん
と
情
報
交
換
を
し
て
、
気
持
ち
を
軽

く
し
ま
し
ょ
う
。

　

と
き
▼
12
月
17
日
㈫
午
前
10
時
30
分
～

11
時
30
分

　

と
こ
ろ
▼
さ
い
た
ま
文
学
館
研
修
室
２

　

定
員
▼
10
人
【
先
着
順
】

　

申
込
み
・
問
合
せ
詩
事
前
に
電
話
で
、地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ル
ー
エ
ハ
イ
ム（
☎

789
―

２
１
２
１
）
へ
。

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座

　
（
令
和
6
年
10
月
末
現
在
7
，７
１
０
人
）

　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
と
は
、
認
知
症

を
正
し
く
理
解
し
、
認
知
症
の
人
と
家
族

が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
き
い
き
と
暮
ら

し
続
け
ら
れ
る
よ
う
支
え
る
応
援
者
の
こ

と
で
す
。
講
座
修
了
後
に
は
「
認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
証
」
を
お
渡
し
し
ま
す
。

　

と
き
▼
令
和
7
年
1
月
9
日
㈭
午
後
２

時
～
３
時
30
分
（
午
後
１
時
45
分
か
ら
受

付
）

　

と
こ
ろ
▼
市
役
所
会
議
室
401

　

持
ち
も
の
▼
筆
記
用
具

　

定
員
▼
10
人　
費
用
▼
無
料

　

申
込
み
・
問
合
せ
詩
令
和
7
年
1
月
６

日
㈪
ま
で
に
、電
話
で
、高
齢
介
護
課（
☎

788
―

４
９
３
８
）
へ
。

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座
「
冬
の
集
い
」

　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
か
ら
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
し
、
地
域
で
活
動
で
き
る
サ
ポ
ー

タ
ー
を
育
成
す
る
た
め
の
講
座
で
す
。

　

内
容
▼
桶
川
市
の
認
知
症
施
策
～
認
知

症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
取
り
組
み

※
今
回
の
講
座
は
、
認
知
症
へ
の
学
び
を

深
め
る
他
、情
報
交
換
な
ど
を
す
る
場「
冬

の
集
い
」
と
な
り
ま
す
。

　

と
き
▼
12
月
18
日
㈬
午
後
３
時
～
４
時

30
分

　

と
こ
ろ
▼
市
役
所
会
議
室
402

　

対
象
▼
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

を
受
講
し
た
こ
と
が
あ
り
、
今
後
、
地
域

で
活
動
で
き
る
人

　

定
員
▼
15
人
【
先
着
順
】

　

申
込
み
・
問
合
せ
詩
12
月
13
日
㈮
ま
で

に
、
電
話
で
、
高
齢
介
護
課
（
☎
788
―

４

９
３
８
）
へ
。

「
認
知
症
ケ
ア
相
談
室
」
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い

　
在
宅
で
認
知
症
の
人
や
認
知
症
が
疑
わ

れ
る
家
族
を
対
象
に
、
具
体
的
な
ケ
ア
の

相
談
を
受
け
ま
す
。
家
族
だ
け
で
悩
ま
ず
、

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

相
談
日
▼
12
月
13
日
㈮
、
令
和
7
年
1

月
10
日
㈮
午
前
中
（
予
約
制
）
※
予
約
多

数
の
場
合
は
、
相
談
の
う
え
対
応
し
ま
す
。

　

相
談
を
受
け
る
機
関
▼
認
知
症
初
期
集

中
支
援
チ
ー
ム

　

申
込
み
・
詳
し
く
は
詩
高
齢
介
護
課

（
☎
788
―

４
９
３
８
）
へ
。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥〈広告〉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336
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埼
玉
県
央
広
域
消
防
本
部

応
急
手
当
（
普
通
救
命
講
習
）
講
習

　

内
容
▼
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
用
い
た
心
肺
蘇
生
法
、

大
出
血
時
の
止
血
方
法
な
ど

※
講
習
修
了
者
に
は
修
了
証
を
交
付

　

と
き
▼
令
和
7
年
1
月
19
日
㈰
午
前
9

時
～
正
午

　
Ｗ
Ｅ
Ｂ
講
習
受
付
▼
午
前
9
時
50
分

　

と
こ
ろ
▼
県
央
広
域
消
防
本
部
３
階
災

害
対
策
室（
鴻
巣
市
箕
田
１
６
３
８‒

１
）

　

対
象
▼
桶
川
市
、
鴻
巣
市
、
北
本
市
に

在
住
か
在
勤
で
中
学
生
以
上（
再
受
講
可
）

　

定
員
▼
30
人
【
先
着
順
】

　

費
用
▼
無
料

　

持
ち
物
▼
筆
記
用
具
※
Ｗ
Ｅ
Ｂ
講
習
受

講
者
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
講
習
受
講
証
明
書

　

申
込
み
・
問
合
せ
詩
12
月
15
日
㈰
午
前

９
時
か
ら
令
和
7
年
1
月
12
日
㈰
ま
で
に
、

電
話
ま
た
は
直
接
、
北
本
消
防
署
（
☎
048

―

592
―

５
０
０
５ 

北
本
市
緑
3
―

396
）
へ
。

埼
玉
県
央
広
域
消
防
本
部

年
末
年
始
の
火
災
予
防

　
年
末
は
あ
わ
た
だ
し
く
、
年
始
は
気
が

緩
み
、
不
注
意
に
よ
っ
て
火
災
が
発
生
す

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
火
の
取
り
扱
い
は
、

今
ま
で
以
上
に
気
を
付
け
火

災
予
防
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
。

詳
細
は
Ｈ
Ｐ
参
照
。

　

問
合
せ
詩
県
央
広
域
消
防
本
部
予
防
課

☎
048
―

597
―

２
０
０
４

冬
の
交
通
事
故
防
止
運
動

（
12
月
１
日
～
14
日
）

『
人
も
車
も
自
転
車
も

  

安
心
・
安
全
　
埼
玉
県
』

　
年
末
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
人
や
車
の
動

き
が
あ
わ
た
だ
し
く
な
り
、
交
通
事
故
の

多
発
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
交
通
ル
ー
ル
の

遵
守
と
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習

慣
づ
け
、
事
故
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
。

【
桶
川
市
重
点
目
標
】

自
転
車
乗
車
中
の
交
通
ル
ー
ル
遵
守
お
よ

び
横
断
歩
道
に
お
け
る
歩
行
者
優
先
意
識

の
徹
底

　

詳
し
く
は
詩
安
心
安
全
課
☎
788
―

４
９

２
７

　　

今月の「おれんじカフェ今月の「おれんじカフェ」」
　認知症の人やその家族、地域住民など、どなたでも利用できます。　　　　　　　　　�
　専門職への相談や、入所者と体操やレクリエーションを通して触れ合いませんか。認知症へ
の理解を深めることにより、誰もが住みよい桶川市を目指しています。
★事前申込制です。各開催場所に連絡のうえ、お越しください。

詳しくは至高齢介護課☎788－4938
開催場所 開催日 開催時間（出入り自由）

桶川ケアセンターそよ風
上日出谷1245-2	 ☎789-3130 12月10日㈫ 13：30～15：00

グループホームみんなの家桶川
坂田東1-36-3	 ☎729-1616 12月11日㈬ 14：00～15：00

グループホーム　ふくとみ
川田谷4993-3	 ☎729-4072 12月19日㈭ 13：00～17：00

特別養護老人ホーム　花ノ木の郷
加納1824-1	 ☎729-2222 12月15日㈰ ９：00～15：00

特別養護老人ホーム　クイーンズビラ桶川
坂田845-1	 ☎728-8887 12月21日㈯ 13：30～15：00

通所リハビリ事業所　ねむのき　※申込みなく当日参加可。
川田谷5830-1	 ☎787-0311

12月１日㈰
※1月お休み ９：30～11：30

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥〈広告〉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

桶川市ホームページアドレス
https://www.city.okegawa.lg.jp
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健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

ま
ち
の
話
題

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

埼
玉
県

女
性
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー【
オ
ン
ラ
イ
ン
】

　

内
容
▼
「
自
分
に
合
う
会
社
っ
て
ど
う

い
う
会
社
？
」「
自
分
に
い
い
会
社
、
い
い

仕
事
っ
て
何
だ
ろ
う
」
を
紐
解
き
ま
す
。

　

と
き
▼
12
月
10
日
㈫
午
前
10
時
～
正
午

　

対
象
▼
求
職
中
の
女
性
、

こ
れ
か
ら
就
職
活
動
を
考
え

て
い
る
女
性
。
詳
細
・
申
込

み
は
Ｈ
Ｐ
へ
。

※
申
込
み
後
、
開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に

送
付
さ
れ
る
Ｕ
Ｒ
Ｌ
よ
り
受
講
で
き
ま
す
。

※
通
信
料
は
申
込
者
の
自
己
負
担
。

※
受
講
に
は
利
用
登
録
（
電
子
申
請
）
が

必
要
で
す
。

　

問
合
せ
詩
埼
玉
県
女
性
キ
ャ
リ
ア
セ
ン

タ
ー
☎
048
―

601
―

５
８
１
０

埼
玉
司
法
書
士
会

遺
言
・
相
続
無
料
相
談
会

　

と
き
▼
令
和
7
年
1
月
25
日
㈯
午
前
10

時
～
午
後
4
時　
費
用
▼
無
料

【
面
談
相
談
（
一
組
30
分
予
約
制
）】

　

と
こ
ろ
▼
大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
803
・

804
（
大
宮
区
桜
木
町
1
―

7
―

5
）

※
予
約
は
12
月
16
日
㈪
～
令
和
7
年
1
月

23
日
㈭
（
土
・
日
・
祝
日
、
年
末
年
始
除

く
）
の
午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後
5
時
30

分
に
、
電
話
で
、
埼
玉
司
法
書
士
会
へ
。

【
電
話
相
談
（
予
約
不
要
）】

　

当
日
専
用
番
号
▼
048
―

872
―

８
０
５
５

　

申
込
み
・
問
合
せ
詩
埼
玉
司
法
書
士
会

☎
048
―

863
―

７
８
６
１

桶
川
市
く
ら
し
と
こ
こ
ろ
の

総
合
相
談
会
（
無
料
）

　

内
容
▼
弁
護
士
・
司
法
書
士
に
よ
る
法

律
問
題
、
社
会
福
祉
士
に
よ
る
生
活
問
題
、

精
神
保
健
福
祉
士
に
よ
る
こ
こ
ろ
の
悩
み

の
個
別
相
談
会
（
相
談
者
と
同
じ
経
験
を

持
つ
相
談
員
と
の
面
談
可
）

　

と
き
▼
12
月
15
日
㈰
午
前
９
時
～
正
午

　

と
こ
ろ
▼
保
健
セ
ン
タ
ー

　

運
営
▼
夜
明
け
の
会
（
市
委
託
事
業
）

申
込
み
・
問
合
せ
詩
平
日
午
前
10
時
～
午

後
５
時
に
夜
明
け
の
会
（
☎
774
―

２
８
６

２
）
へ
。

河
川
な
ど
の
異
常
水
質
事
故
防
止
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
河
川
や
水
路
に
油
や
薬
品
な
ど
が
流
れ
、

魚
が
死
ん
だ
り
、
水
道
水
や
農
業
用
水
の

取
水
に
影
響
が
出
た
り
す
る
異
常
水
質
事

故
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
不
要
な
塗

料
や
油
、
農
薬
な
ど
の
取
り
扱
い
は
十
分

に
注
意
し
、
決
し
て
河
川
や
水
路
、
側
溝

に
流
さ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
事
故

対
応
の
費
用
は
、
事
故
原
因
者
の
負
担
と

な
り
ま
す
。

　

問
合
せ
・
異
常
水
質
事
故
を
見
つ
け
た

ら
詩
県
中
央
環
境
管
理
事
務
所
（
☎
822
―

５
１
９
９
）ま
た
は
環
境
対
策
推
進
課（
☎

788
―

４
９
２
４
）
へ
。　
　

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥〈広告〉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

定例会・総会のお知らせ定例会・総会のお知らせ
名称 とき ところ 問合せ

教育委員会
第12回定例会

12月23日㈪　午前10時
※次回は令和７年１月22日㈬（予定）

市役所４階
会議室401

教育総務課
☎788-4965

農業委員会
第12回総会

12月24日㈫　午後２時
※次回は令和７年１月24日㈮（予定）

市役所３階
会議室304

農業委員会事務局
☎788-4932

※傍聴を希望する人は、会場へお越しください。会場の都合で人数を制限する場合は、ご了承願います。

情報ステーション
OKEGAWA Information Station

桶川市役所
桶川市教育委員会

☎786-3211 （代表）
鯖786-0336
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11月　13日　10時　までに
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